
１．自動車基準調和世界フォーラムの目的
自動車の安全・環境基準を国際的に調和することや、政

府による自動車の認証の国際的な相互承認を推進すること
を目的

２．自動車基準調和世界フォーラムの組織
傘下に六つの専門分科会を有し技術的、専門的検討を

行う

３．自動車基準調和世界フォーラムのメンバー
欧州各国、１地域（EU）に加え、日本、米国、カナダ、

オーストラリア、南アフリカ、中国、インド、韓国等（日本は
1977年から継続的に参加）及び非政府機関(*) 

４．自動車基準調和世界フォーラムの主な活動内容
次に掲げるそれぞれの協定に基づく規則の制定・改正作業
を行う
・「国連の車両等の型式認定相互承認協定（略称）」
（1958年協定）

・「国連の車両等の世界技術規則協定（略称）」
（1998年協定）

1958年協定
61カ国・１地域

172規則

1998年協定
38カ国・１地域

24規則
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国際基準の制定
認証の相互承認
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(*) 国際自動車工業会（OICA）、国際二輪自動車工業会（IMMA）、
国際標準化機構（ISO）、欧州自動車部品工業会（CLEPA）、
自動車技術会（SAE）等

別添４
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